
2006/10/31
人権施策推進課

名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

和 歌 山 市
和歌山市人
権委員会

地区連合自治会長、Ｐ
ＴＡ代表、民政児童委
員、教育機関（校長
等）、社会福祉協議
会、地区単位自治会
長、公民館長等。
和歌山市４２地区から
選出（２，６６５名）

・委員の研修
・地区人権委員会の
　事業推進の助成
・各種調査及び研修
・資料の提供
・各機関団体等との連携
・その他

－

人権施策推
進課
相談・支援
班

職員３名
非常勤職員２名

人権問題に係る相談に
対する支援や関係機関
への連絡調整等

－

人権施策推
進課
相談・支援
班

職員３名
非常勤職員２名

関係部局・課との連携
により、差別事件対応
マニュアルに基づき対
応

－

海 南 市
海南市地区
人権尊重推
進協議会

人権尊重委員会、人権
推進女性団体の会、仏
教者人権推進協議会、
人権推進企業連絡会、
人権推進市民の会、男
女共同参画推進の会か
ら各２名ずつ
（４２名）

・人権推進団体の啓発
　活動に対する指導及
　び支援
・会員の資質向上に必
　要な研修等の開催及
　び参加
・記号訪問、街頭啓発
　活動等

組織の拡大を
行う

海南市人権
擁護委員会

人権擁護委員９名

・街頭啓発
・会員相互の資質向上
　を図る研修会等の開
　催、参加
・地域での相談活動
・定期的な人権相談所
　の開設

組織の拡大を
行う。

海南市人権
推進懇話会

海南市人権
教育・人権
発推進本部

「人権行政庁内組織」及
び「諮問機関」参照

担当課である人権推進
課が関係各課と連携を
とり、人権推進懇話会
及び人権教育・人権啓
発推進本部に諮る。

合併後、組織
の見直しを
行った。

紀 美 野 町
紀美野町人
権委員会

区長会、民生委員、保
護司会、人権擁護委
員、老人会、身体障害
者会、PTA連合会、
保育所保護者会、女性
団体、各地区、教育委
員、社会教育委員、青
少年育成推進委員会、
地域活動連絡協議会、
学識経験者、企業、商
工会、校長会、議会、
役場（５０名）

・啓発活動全般（街頭啓
　発、各種イベントでの
　啓発、広報物作成掲示
　配布、庁内放送、ポス
　ター展）
・地区別学習会
・委員研修、所属別研修

地域に応じた
活動ができる
よう、組織及
び事業内容に
ついて再検討
した。

（名称な
し）

総務課、保健福祉課、
住民課、総務学事課
（青少年センター）、
生涯学習課（６名）

総合窓口（生涯学習
課）で受けつけた内容
により、人権課題取扱
い担当課と協力し、相
談愛用解決のための支
援を行う。

旧町で実施し
ていたことを
引き継ぐ。

（名称な
し）

人権委員会役員、総務
課、保健福祉課、住民
課、総務学事課（青少年
センター）、生涯学習課
（内容により変更あり）
（１０名程度）

・事件の処理解決（事
実
　確認、教育）
・今後のための教材化

旧町で実施し
ていたことを
引き継ぐ。

紀 の 川 市
紀の川市人
権委員会

評議員３０名
（旧町から６名ずつ）
旧町単位で支部を設置

・人権問題の調査研究に
　関すること。
・人権行政の企画立案及
　び事業実施に対する協
　力、意見具申に関する
　こと。
・人権侵害の調査及び報
　告に関すること。
・人権擁護及び相談に関
　すること。
・人権啓発運動に関する
　こと。
・委員相互の研修に関す
　ること。
・関係機関との連携調整
　に関すること。

旧町において
は、人権委員
会、人権推進
委員会が存在
しており、紀
の川市人権委
員会及び支部
として統一

人権擁護委
員

常務委員５名
研修部会員７名
啓発部会８名
監事１名
男女共同参画社会推進
委員１名
事務局員１名

人権擁護委員法第１１
条に基づく

地方法務局の
指導に基づく

紀の川市人
権問題処理
委員会

会長：副市長
副会長：教育長、
　　　　人権委員会会長
委員：市民部長、
　　　　市民部次長、
　　　　人権委員会副会
　　　　長２名、
　　　　人権委員会会長
　　　　副会長の属さな
　　　　い人権委員会の
　　　　支部長２名

人権問題の正しい理解
と人権問題解決のため
の確認、調査、研究、
処理及び報告

岩 出 市
岩出市人権
啓発推進委
員会

住民の代表４名
人権啓発に関する団体
等の代表１０名
知識経験を有する者６
名　　計２０名

・啓発方法等の調査研究
　に関すること。
・人権啓発活動に関する
　こと。
・関係諸団体との連携協
　調に関すること。

－
人権啓発推進指導員

・市の人権啓発に関す
　る施策を推進するた
　めの直接指導
・人権学習会の助言及
　び各種団体等の研修
　実施

－ 人権擁護委員７名

人権侵犯事件につき、
その救済のため、調査
及び情報の収集をな
し、法務大臣への報
告、関係機関への勧告
等適切な処置を講ず
る。

－

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
差別事件処理体制

市町村名
相談支援体制人権啓発体制



2006/10/31
人権施策推進課

名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
差別事件処理体制

市町村名
相談支援体制人権啓発体制

橋 本 市
橋本市人権
啓発推進委
員会

人権問題に関し、経験
や識見を有する者並び
に人権問題に関する研
修及び研鑽に取り組も
うとする者のうちから
市長が委嘱する委員
計１００名以内

・広く人権教育啓発を実
　践し、事故の研修及び
　研鑽に努めるとともに
　これに必要な事項につ
　いて、調査及び研究
　に取り組む。
・諸問題に関し、市長に
　対し建議することがで
　きる。

旧橋本市と旧
高野口町の委
員会役員によ
る協議によ
り、旧橋本市
の例により新
たに設置す
る。

人権相談

橋本人権擁護委員協議
会橋本市部会委員

計１３名

・人権擁護委員の職務
　に関する連絡調整
・人権擁護委員の職務
　に関し、必要な資料
　及び情報の収集並び
　に研究発表
・その他目的達成のた
　めの必要な事業

旧橋本市と旧
高野口町の委
員会役員によ
る協議によ
り、旧橋本市
の例により統
一する。

橋本市人権
行政推進本
部　差別事
件対策委員
会

委員長：助役
委員：企画部長、市民部
　　　長、教育次長、人
　　　権施策推進担当参
　　　事、人権推進室長

差別事件が発生した場
合、差別事件に対する
今後の対応について協
議するとともに、協議
した概要を市推進本部
長に報告する。

旧橋本市の例
により、新た
に設置した。
（旧高野口町
未設置）

かつらぎ町
かつらぎ町
人権啓発推
進委員会

人権擁護委員、町内各
種団体長、人権啓発推
進連絡協議会長、指揮
権者で構成。５３名
啓発部会のほか６つの
専門部会あり。

・人権問題の啓発に関す
　ること。
・人権啓発推進連絡協議
　会との連携協調に関す
　ること。
・人権啓発推進本部との
　連携に関すること。
・研修会の実施。
・事業所啓発及び店頭啓
　発。
・その他必要な事項

合併を機会に
委員を３名増
員し、現在５
３名で組織。

かつらぎ町
人権相談救
済委員会
ほか

かつらぎ町人権条例第
６条に基づき設置。
人権擁護委員、弁護
士、識見を有する者で
構成。
１５名

・人権問題に関する町
　民からの相談に応じ
　ること。
・人権侵害を受けた人
　の救済のため、仲
裁、
　指導を行うこと。
・人権侵害事件解決の
　ための人権擁護委員
　や関係機関との連携
　を図ること。
・その他必要な事項

合併を機会に
委員を２名増
員し、現在１
５名で組織。

かつらぎ町
人権相談救
済委員会

かつらぎ町人権条例第６
条に基づき設置。
人権擁護委員、弁護士、
識見を有する者で構成。
１５名

・人権問題に関する町
　民からの相談に応じ
　ること。
・人権侵害を受けた人
　の救済のため、仲裁
　指導を行うこと。
・人権侵害事件解決の
　ための人権擁護委員
　や関係機関との連携
　を図ること。
・その他必要な事項

合併を機会に
委員を２名増
員し、現在１
５名で組織。

九 度 山 町
九度山町人
権尊重委員
会

会長１名
副会長２名
理事７名
委員２０名　計３０名

人権啓発に関する事務及
び啓発活動

－
九度山町人
権擁護委員

３名
(男性２名・女性１名)

・人権相談
・人権啓発

－
差別事件処
理委員会

会長１名
副会長２名
委員若干名
事務局２名　　計６～８
名

差別事件に関するこ
と。

高 野 町
高野町人権
推進委員会

人権擁護委員３名、女
性会議３名、町議会、
金剛峰寺、商工会、老
人クラブ、教育委員、
社会教育委員会、民生
児童委員会、小中学校
長会、青少年団体連絡
協議会、行政各１名
計１６名

・人権問題の調査研究
・行政への協力、意見具
　申
・啓発活動
・差別事件等の対応
・関係機関等との連携

－
人権擁護委
員

３名
人権特設相談 －

高野町人権
推進委員会

高野町人権推進委員会１
６名のうち、会長１名、
副会長２名、理事４名で
構成。

－

有 田 市
有田市人権
尊重委員会

関係団体の役職員
学識経験を有する者
関係行政機関の役職員
計２５名

・全市での人権啓発
　市民の集い
・人権尊重地区別学
　習会
・街頭啓発
・企業訪問

－
有田市人権
尊重委員会

関係団体の役職員
学識経験を有する者
関係行政機関の役職員
計２５名

・人権問題の相談、指
導
・差別や人権侵害の住
　民からの苦情につい
て

－
有田市人権
尊重委員会

関係団体の役職員
学識経験を有する者
関係行政機関の役職員
計２５名

差別事件の調査と処理
指導に関すること。

－

湯 浅 町

湯浅町人権
尊重委員
会、湯浅町
人権擁護委
員会

・人権尊重委員会
　２８名
　（啓発指導部会、
　　企画広報部会）
・人権擁護委員５名
　（内３名は人権尊
　　重委員会にも所
　　属）

人権問題の調査、啓発、
相談、人権侵害の処理に
関すること。

－

湯浅町人権
尊重委員
会、湯浅町
人権擁護委
員会

人権尊重委員会啓発指
導部会１３名
人権擁護委員５名
計１８名

人権に関する相談 －

湯浅町人権
尊重委員会
啓発指導部
会

１３名
差別問題の調査処理に
関すること。

－

広 川 町
広川町人権
啓発推進委
員会

各種団体等が推薦する
者、学識経験者及びそ
の他適当と認める者、
３０名以内
（町長の委嘱）

２７名

・人権啓発活動
・人権施策の提言
・個別啓発
・人権相談
・人権情報の収集、発信
・調査研究活動　他

－
広川町人権
擁護委員会

人権擁護委員３名

・人権の擁護に努め、
　適切な救済方法を
　とる。
・人権に関する相談活
動

－

広川町人権
啓発推進委
員会処理部
会

委員会内に処理部会を設
置し、当部会に事件処理
を移管。
構成員は、人権啓発委員
５名程度と行政関係課長
等５名程度。
処理部会は、事件発生毎
に随時設置。事件に関す
る課長及び関係機関の長
等を専門委員に加え、処
理する。

差別事件、人権全般 －



2006/10/31
人権施策推進課

名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
差別事件処理体制

市町村名
相談支援体制人権啓発体制

有 田 川 町
人権機関
有田川

会長１名
副課長２名
理事１０名
監査２名
委員２０名　計３５名

・人権啓発活動
・人権施策の提言
・人権相談
・情報の収集、発信、
　調査研究
・関係諸団体との連携
　協調
・その他必要なこと

旧町それぞれ
の人権機関を
一本に再編中

人権相談
人権擁護委員
人権機関有田川役員

人権相談及び心配ごと
相談

旧町の取組を
継続

（名称な
し）

・行政
・人権擁護委員
・人権機関有田川

差別事件が発生した場
合、行政主導のもと人
権擁護委員、人権機関
有田川（差別事件処理
委員会を設置する）が
取り組む。

旧町の取組を
継続

御 坊 市
人権啓発推
進協議会

１７３名 －

美 浜 町

（仮称）美
浜町人権尊
重推進委員
会〈発足予
定〉

人権擁護委員３名を含
み、町内から選出する
予定　１５名

人権に関わる事項全般 －

住民課及び教育課
２名
（必要時には、人権擁
護委員が加わる）

－ 住民課及び事案担当課

日 高 町
日高町人権
尊重推進委
員会

町議会議員、区長会の
代表、各種団体の長、
行政機関の職員で長が
推薦する者、教育及び
社会福祉関係で長が推
薦する者、人権擁護委
員、学識経験者その他
適当と認める者
１８名

人権に関する諸活動の推
進

－

由 良 町
由良町人権
尊重推進委
員会

町会議員、各種団体の
役職員、教育機関の役
職員、社会福祉機関の
役職員、人権擁護委
員、学識経験者を町長
が委員委嘱　２５名

・人権問題の調査研究
・人権行政の企画、立
　案、事業実施に対す
　る協力、意見具申
・啓発活動
・差別事件の対応等

－
人権擁護委
員

町内の人権擁護委員
４名

－
由良町人権
尊重推進委
員会

本会委員の中から会長が
指名して、専門部会を必
要に応じて設置する。

－

み な べ 町
みなべ町人
権推進委員
会

各区代表、各課長、議
会代表、社会教育関係
団体代表、人権教育担
当教諭、PTA代表、
民間企業代表、個人会
員　計１６４名

・人権をはじめ、町づく
　りに関する調査、研究
・意見具申
・学習、啓発活動の推進
・相談窓口
・同一目的を有する機
　関、団体との連携、
　協調

H16.10.1、
民間団体とし
て活動してい
る南部町人権
推進委員会が
解散した南部
川村人権推進
委員会を統合
し、名称をみ
なべ町人権推
進委員会に改
称。

みなべ町人
権推進委員
会

各区代表、各課長、議
会代表、社会教育関係
団体代表、人権教育担
当教諭、PTA代表、
民間企業代表、個人会
員　計１６４名

・人権をはじめ、町づ
　くりに関する調査、
　研究
・意見具申
・学習、啓発活動の推
　進
・相談窓口
・同一目的を有する
　機関、団体との連
　携、協調

H16.10.1、
民間団体とし
て活動してい
る南部町人権
推進委員会が
解散した南部
川村人権推進
委員会を統合
し、名称をみ
なべ町人権推
進委員会に改
称。

みなべ町人
権推進委員
会

各区代表、各課長、議会
代表、社会教育関係団体
代表、人権教育担当教
諭、PTA代表、民間企業
代表、個人会員　計１６
４名

・人権をはじめ、町づ
　くりに関する調査、
　研究
・意見具申
・学習、啓発活動の推
　進
・相談窓口
・同一目的を有する
　機関、団体との連
　携、協調

H16.10.1、
民間団体とし
て活動してい
る南部町人権
推進委員会が
解散した南部
川村人権推進
委員会を統合
し、名称をみ
なべ町人権推
進委員会に改
称。

印 南 町
印南町社会
教育委員会

各地域の学校教育、社
会教育、家庭教育の関
係者及び学識経験者
１５名

－
人権問題処
理委員会

委員長：総務課長
委　員：住民課長、健康
　　　　福祉課長、教育
　　　　課長、生涯学習
　　　　主幹
６名

・私人の間における
　誹謗、中傷、忌避
　排除、身体的攻撃
　等の「差別事件」
　を扱う。
・人権相談に関する。

日 高 川 町
日高川町人
権推進会

町職員、各種団体、事
業所　　５０名

人権教育、啓発活動
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人権施策推進課

名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
差別事件処理体制

市町村名
相談支援体制人権啓発体制

田 辺 市

田辺市人権
擁護連盟、
田辺市人権
委員会

<田辺市人権擁護連盟>
　１５１名
<田辺市人権委員会>
　５３名

<田辺市人権擁護連盟>
・同一目的を有する機関
　及び団体との連携、
　情報交換
・各種の研究及び調査
・指導者の育成
・その他
<田辺市人権委員会>
・講演会、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の
　開催
・地域別学習会の開催
・研修会の開催
・啓発等
・調査、分析
・差別事件の処理
・その他

Ｈ２０年度ま
でに組織統一
の予定。

田辺市人権
擁護連盟、
田辺市男女
共同参画セ
ンター

<田辺市人権擁護連盟>
　相談専門委員１名

<田辺市男女共同参画
センター>
　電話相談員５名

<田辺市男女共同参画セ
ンター>
　女性が出会う様々な
悩みに電話で相談に応
じる。

旧田辺市の体
制を継承

田辺市人権
擁護連盟

１５１名

・同一目的を有する機
関
　及び団体との連携、
　情報交換
・各種の研究及び調査
・指導者の育成
・その他

Ｈ２０年度ま
でに組織統一
の予定。

白 浜 町

合併時には空
白期間ができ
るが検討委員
会を設置し、
協議してい
く。

白浜町人権
擁護委員連
絡会

人権擁護委員８名

住民の基本的人権が侵
害されないよう絶えず
監視し、侵害があった
場合には、その相談相
手となり、適切な処置
を講ずることによって
救済を図る。また、人
権思想の普及高揚に努
める。

旧白浜町５名
旧日置川町
　　　　３名

上 富 田 町
上富田町人
権推進委員
会

２６名
・講演会、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開
　催
・啓発等

－
心配ごと相
談

人権擁護委員４名 人権全般に関する相談 －
上富田町人
権推進委員
会

２６名
差別事件の処理に関す
ること

－

す さ み 町
すさみ町人
権委員会

学校、運動団体、行
政、医療、福祉、民
生、人権擁護、学識経
験者で構成。　２０名

基本的人権の確立によっ
て、差別のない、明るく
平和な民主的な社会の実
現を図るために、関係機
関団体等と連携の上、啓
発指導、その他必要な事
業を行う。

－
人権擁護委
員

４名

人権擁護委員法に基づ
く。
（住民からの相談等
が、すさみ町人権委員
会や行政にあった場
合、人権擁護委員に連
絡し、対応してい
る。）

－
すさみ町人
権委員会

学校、運動団体、行政、
福祉、人権擁護、学識経
験者で構成。　２０名

基本的人権の確立に
よって、差別のない、
明るく平和な民主的な
社会の実現を図るため
に、関係機関団体等と
連携の上、啓発指導、
その他必要な事業を行
う。

－
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人権施策推進課

名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
差別事件処理体制

市町村名
相談支援体制人権啓発体制

新 宮 市
新宮市人権
尊重委員会

委員４５名
事務局３名
計４８名

・講演会、研修会、懇談
　会等の開催
・関係団体に対する指導
　助言及び助成
・差別事象の処理、指導
　に関すること
・企業等の啓発に関する
　こと

合併に伴い、
H17.10.1に
再編成

新宮市人権
尊重委員会

委員４５名
事務局３名
計４８名

・差別事象の調査、確
　認
・関係者への指導助言

合併に伴い、
H17.10.1に
再編成

那智勝浦町
那智勝浦町
人権尊重推
進委員会

委員１０名
講師３名（委員との重
複は８名）
計１３名

・人権問題に関する行
　政への協力及び意見
　具申
・人権問題に関する教
　育啓発の推進
・人権問題に関する調
　査、研究
・地域、職域等におけ
　る指導者の育成
・人権問題に関する相
　談、指導、助言
・その他

－

那智勝浦町
人権尊重推
進委員会専
門部会

委員から若干名
指導部会における、人
権問題に案する相談、
指導助言

－

那智勝浦町
人権尊重推
進委員会専
門部会

委員から若干名
委員会から委託された
事件の調査、指導

－

太 地 町

太地町人権
尊重推進委
員会専門部
会

・人権尊重推進委員
　及び行政関係者
　８名
・指導部会をおく

・指導部会において、
　人権問題に関する教
　育啓発の推進
・地域、職域等におけ
　る指導者の養成

－

太地町人権
尊重推進委
員会専門部
会

・人権尊重推進委員
　及び行政関係者
　８名
・指導部会をおく

指導部会おいて、人権
問題に関する相談、指
導、助言

－

太地町人権
尊重推進委
員会専門部
会

・人権尊重推進委員
　及び行政関係者
　８名
・指導部会をおく

指導部会で委員会等か
ら委託された事件処理

－

古 座 川 町
古座川町人
権尊重推進
委員会

・町議会議員、各種
　団の代表者
・教育委員会委員及
　び公民館長
・小中学校長等
１９名

・人権に関すること
・人権啓発に関すること

－
人権擁護委
員

３名 人権に関する相談 －
古座川町人
権尊重推進
委員会

・町議会議員、各種
　団の代表者
・教育委員会委員及
　び公民館長
・小中学校長等
１９名

差別事件全般 －

北 山 村
北山村人権
啓発推進委
員会

村長、議会議長、教育
長、人権擁護委員、小
中学校長、民生委員
１２名

－
北山村人権
啓発推進委
員会

村長、議会議長、教育
長、人権擁護委員、小
中学校長、民生委員
１２名

－
北山村人権
啓発推進委
員会

村長、議会議長、教育
長、人権擁護委員、小中
学校長、民生委員
１２名

－

串 本 町
串本町人権
委員会

地区委員２０名
学識経験者１０名
計３０名

・同和問題、人権問題の
　相談、調査及び研究に
　関すること。
・啓発活動に関するこ
　と。
・差別事象の解決に関す
　ること。
・講習会、講演会の開催
　に関すること。
・関係機関、団体、事業
　所等との連携及び協調
　に関すること。
・その他

人権擁護委
員、行政相
談員、串本
町人権委員
会

人権擁護委員７名
行政相談員２名
人権委員３０名

串本町人権
委員会

地区委員２０名
学識経験者１０名
計３０名


